
目

次

担

当

課

（

室

）

発

行

岡

山

県

○

〃

〃

○

〃

〃

目

次

担

当

課

（

室

）

○

〃

〃

○

〃

〃

【

規

則

】

○

〃

〃

○

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

税

務

課

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

則

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

（

県

例

規

集

登

載

）

定

の

一

部

改

正

【

合

同

訓

令

】

（

県

例

規

集

登

載

）

○

岡

山

県

災

害

対

策

本

部

規

程

の

一

部

改

正

危

機

管

理

課

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

医

療

に

係

る

療

育

の

給

付

に

要

す

る

費

用

の

う

医

薬

安

全

課

ち

本

人

及

び

そ

の

扶

養

義

務

者

か

ら

徴

収

す

る

費

用

の

額

の

基

準

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

救

急

病

院

の

指

定

医

療

推

進

課

○

岡

山

県

立

森

林

公

園

の

開

園

日

林

政

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

土

地

改

良

区

役

員

の

就

任

届

耕

地

課

○

都

市

計

画

の

案

の

作

成

に

関

す

る

公

聴

会

の

開

都

市

計

画

課

催

○

〃

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
二
号

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
税
務
課
の
部

の
項
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

10

２
差

押
物

件
又

は
領

置
物

件
の

公
売

及
び

そ
の

代
金

の
供

託

（地
方

税
法

に

○

お
い

て
準

用
す

る
国

犯
法

第
７

条
第

３
項

）

別
表
第
三
税
務
課
の
部

の
項
中
３
を
４
と
し
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10

３
急

速
を

要
す

る
場

合
に

お
け

る
管

轄
区

域
外

で
の

質
問

検
査

等
の

職
務

○

，

の
執

行
命

令

（地
方

税
法

に
お

い
て

準
用

す
る

国
犯

法
第

1
2条

第
１

項
た

だ

し
書

）

別
表
第
三
税
務
課
の
部

の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10

５
通

告
処

分
の

決
定

（地
方

税
法

に
お

い
て

準
用

す
る

国
犯

法
第

1
4条

第
１

○

項

）

６
検

税
吏

員
の

指
定

（岡
山

県
税

条
例

施
行

規
則

（昭
和

2
9年

岡
山

県
規

則

○

第
6
3号

）第
４

条
の

２

）
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



岡

山

県

訓

令

◎
岡

山

県

企

業

訓

令
第
一
号

岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令

岡

山

県

警

察

訓

令

庁

中

一

般

出

先

機

関

企

業

局

教

育

庁

警

察

本

部

岡

山

県

訓

令

岡
山
県
災
害
対
策
本
部
規
程

昭
和
五
十
七
年

岡

山

県

企

業

訓

令
第
二
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令

岡

山

県

警

察

訓

令

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

佐

藤

一

雄

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡

山

県

警

察

本

部

長

西

郷

正

実

「

別
表
第
一
中

子
ど
も
未
来
班

子
ど
も
未
来
課
長

子
ど
も
未
来
課
員

を
」

「

子
ど
も
未
来
班

子
ど
も
未
来
課
長

子
ど
も
未
来
課
員

に
、

子
ど
も
家
庭
班

子
ど
も
家
庭
課
長

子
ど
も
家
庭
課
員
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」

「

会
計
班

会
計
課
長

会
計
課
員

を
」

「

会
計
班

会
計
課
長

会
計
課
員

に
改
め
る
。

内
部
事
務
班

内
部
事
務
課
長

内
部
事
務
課
員

」

別
表
第
二
中
「
新
聞
そ
の
他
」
を
「
新
聞
等
」
に
、「
災
害
写
真
の
撮
影
、
現
地
録
音
の
実
施
そ
の
他
災
害
に
関
す
る
」
を
「
災
害
に
係
る
」
に
、「
、
下
水
道
の
終
末
処
理
場
及
び
浄
化
槽
の
管
理
」
を
「
の
処
理
」

「

に
、

１

災
害
時
に
お
け
る
ば
い
煙
、
有
害
ガ
ス
、
有
害
物
質
等
の
汚
染
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

を

２

り
災
地
に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
線
量
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

」

「

１

大
気
、
水
質
等
の
監
視
及
び
測
定
に
関
す
る
こ
と
。

２

環
境
中
の
放
射
線
量
の
測
定
に
関
す
る
こ
と
。

に
、

３

感
染
症
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

」

「

子
ど
も
未
来
班

１

児
童
対
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

を

２

婦
人
保
護
施
設
及
び
児
童
福
祉
施
設
の
被
害
状
況
の
取
り
ま
と
め
に
関
す
る
こ
と
。

」

「

子
ど
も
未
来
班

１

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
児
童
厚
生
施
設
に
限
る
。）

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



の
被
害
状
況
の
取
り
ま
と
め
に
関
す
る
こ
と
。

子
ど
も
家
庭
班

１

児
童
対
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

に
、「
、
技
術
指
導
」
を
「
及
び
技
術
指
導
」
に
、「
津
波
、
高
潮
等
」
を
「
雨
水
出
水
、

２

婦
人
保
護
施
設
及
び
児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
、
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
児

童
養
護
施
設
、
児
童
心
理
治
療
施
設
、
児
童
自
立
支
援
施
設
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

に
限
る
。）
の
被
害
状
況
の
取
り
ま
と
め
に
関
す
る
こ
と
。

」

「

津
波
及
び
高
潮
に
対
す
る
」
に
、「
被
害
建
築
物
」
を
「
被
災
建
築
物
」
に
、

会
計
班

１

災
害
に
係
る
国
費
及
び
県
費
の
出
納
に
関
す
る
こ
と
。

を

２

災
害
見
舞
金
の
受
領
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

」

「

会
計
班

１

災
害
に
係
る
国
費
及
び
県
費
の
出
納
に
関
す
る
こ
と
。

２

災
害
見
舞
金
の
受
領
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

に
、「
見
分
及
び
検
視
」
を
「
検
視
、
身
元
の
確
認
等
」
に
改
め
る
。

内
部
事
務
班

１

他
班
の
応
援

」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

医
療
に
係
る
療
育
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
本
人
及
び
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
徴
収
す
る
費
用

の
額
の
基
準
（
平
成
二
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
の
備
考
２

ウ
中
「第

２
項

及
び

第
６

項

」
を
「第

２
項

第
６

項
及

び
第

2
4
項

」
に
、
「第

4
1

(2)

，

条
の

1
9
の

４
第

１
項

及
び

第
３

項
並

び
に

」
を
「第

4
1条

の
1
9
の

４
第

１
項

及
び

第
３

項

」
に
、
「附

，

則
第

1
2条

」
を
「附

則
第

1
2条

所
得

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律

（平
成

2
5年

法
律

第
５

号

）

，

附
則

第
5
9
条

第
１

項
及

び
第

6
0
条

第
１

項
並

び
に

所
得

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律

（平
成

2
8
年

法
律

第
1
5号

）附
則

第
7
6
条

第
１

項
第

7
7条

第
１

項
及

び
第

２
項

第
8
0条

第
8
1条

並
び

に
第

8
2

，
，

，

条
第

１
項

」
に
、
「第

５
条

の
４

の
２

第
５

項

」
を
「第

５
条

の
４

の
２

第
６

項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

次
の
病
院
は
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
救
急
病
院
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

岡
山
中
央
病
院

所
在
地

岡
山
市
北
区
伊
島
北
町
六

－

三

二

有
効
期
限

平
成
三
十
二
年
四
月
三
十
日

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

岡
山
県
立
森
林
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
立
森
林
公
園
の
平
成
二
十
九
年
の
開
園
日
を
同
年
四
月
二
十
五
日
と
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太
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〔
一
二
四
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
四
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
い
っ
す
ん
ほ
う
し

三

代
表
者
の
氏
名

宇
野

泰
弘

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
寿
町
七
番
六
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
乳
幼
児
、
児
童
、
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
高
齢
者
す
べ
て
の
人
々
が
共
に

健
や
か
に
暮
ら
せ
る
為
に
支
援
事
業
を
行
い
社
会
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

役
員
に
関
す
る
事
項
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〔
一
二
五
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

里
山
田
土
地
改
良
区

二

就
任
役
員

就
任
役
員

住

所

理
事
監

氏

名

事
の
別

池
田

圭
佑

小
田
郡
矢
掛
町
里
山
田
一
七
七
四－

一

理

事
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〔
一
二
六
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
午
前
十
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
場
所

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
三
六
〇
番
地
一

早
島
町
役
場
二
階
第
一
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
二
十
九
年

五
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、
岡
山
県

土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
又
は
早
島
町
建
設
農
林
課
）
。

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
区
域
区
分
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
二
十
九
年
五
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二

日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
早
島
町
建
設
農
林
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六－

二
二
六－

七
四
九
二
）
又
は
早
島
町
建
設
農
林
課
（
都
窪
郡
早
島
町
前
潟
三
六
〇
番
地
一

電
話
〇
八
六－

四
八
二－

〇
六
一
四
）

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



別紙様式

意見書

平成29年４月18日付けの岡山県公報で公告された岡山県南広域都市計画区域

の区域区分の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたいの

で申し出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注）「意見の要旨及び理由」の記載要領

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りよう

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



〔
一
二
七
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
午
後
二
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
場
所

玉
野
市
宇
野
一
丁
目
二
七
番
一
号

玉
野
市
役
所
三
階
大
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
二
十
九
年

五
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、
岡
山
県

土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
又
は
玉
野
市
建
設
部
都
市
計
画
課
）
。

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
区
域
区
分
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
二
十
九
年
五
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二

日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
玉
野
市
建
設
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六－

二
二
六－

七
四
九
二
）
又
は
玉
野
市
建
設
部
都
市
計
画
課
（
玉
野
市
宇
野
一
丁
目
二
七
番
一

号

電
話
〇
八
六
三－

三
二－

五
五
三
八
）

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



別紙様式

意見書

平成29年４月18日付けの岡山県公報で公告された岡山県南広域都市計画区域

の区域区分の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたいの

で申し出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注）「意見の要旨及び理由」の記載要領

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りよう

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



〔
一
二
八
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
二
十
九
年
六
月
二
日
午
前
十
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
場
所

倉
敷
市
白
楽
町
四
二
四
番
地

倉
敷
雨
水
貯
留
セ
ン
タ
ー
四
階
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
二
十
九
年

五
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、
岡
山
県

土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
又
は
倉
敷
市
建
設
局
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課
）
。

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
区
域
区
分
及
び
臨
港
地
区
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
二
十
九
年
五
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二

日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
倉
敷
市
建
設
局
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六－

二
二
六－

七
四
九
二
）
又
は
倉
敷
市
建
設
局
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課
（
倉
敷
市
西
中
新
田

六
四
〇
番
地

電
話
〇
八
六－

四
二
六－

三
四
五
五
）

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



別紙様式（その１）

意見書

平成29年４月18日付けの岡山県公報で公告された岡山県南広域都市計画区域

の区域区分の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたいの

で申し出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注）「意見の要旨及び理由」の記載要領

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りよう

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



（その２）

意見書

平成29年４月18日付けの岡山県公報で公告された岡山県南広域都市計画区域

の臨港地区の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたいの

で申し出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注）「意見の要旨及び理由」の記載要領

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りよう

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



〔
一
二
九
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
二
十
九
年
六
月
二
日
午
後
二
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
場
所

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
三
〇
五
〇
番
地

浅
口
市
役
所
三
階
第
一
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
二
十
九
年

五
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、
岡
山
県

土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
又
は
浅
口
市
産
業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課
）
。

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
区
域
区
分
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
二
十
九
年
五
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二

日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
浅
口
市
産
業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六－

二
二
六－

七
四
九
二
）
又
は
浅
口
市
産
業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課
（
浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院

中
三
〇
五
〇
番
地

電
話
〇
八
六
五－

四
四－

九
〇
四
四
）

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



別紙様式

意見書

平成29年４月18日付けの岡山県公報で公告された岡山県南広域都市計画区域

の区域区分の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたいの

で申し出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注）「意見の要旨及び理由」の記載要領

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りよう

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



〔
一
三
〇
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日
午
前
十
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
九
階
大
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
二
十
九
年

五
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、
岡
山
県

土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
又
は
岡
山
市
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
）
。

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
区
域
区
分
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
二
十
九
年
五
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二

日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
岡
山
市
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六－

二
二
六－

七
四
九
二
）
又
は
岡
山
市
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
（
岡
山
市
北
区
大
供
一
丁
目

一
番
一
号

電
話
〇
八
六－

八
〇
三－

一
三
七
二
）

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



別紙様式

意見書

平成29年４月18日付けの岡山県公報で公告された岡山県南広域都市計画区域

の区域区分の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたいの

で申し出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注）「意見の要旨及び理由」の記載要領

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りよう

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



〔
一
三
一
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日
午
後
二
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
場
所

赤
磐
市
下
市
三
四
四
番
地

赤
磐
市
役
所
二
階
第
一
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
二
十
九
年

五
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、
岡
山
県

土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
又
は
赤
磐
市
建
設
事
業
部
都
市
計
画
課
）
。

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
区
域
区
分
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
二
十
九
年
五
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二

日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
赤
磐
市
建
設
事
業
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六－

二
二
六－

七
四
九
二
）
又
は
赤
磐
市
建
設
事
業
部
都
市
計
画
課
（
赤
磐
市
下
市
三
四
四
番
地

電
話
〇
八
六－

九
五
五－

一
四
八
五
）

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



別紙様式

意見書

平成29年４月18日付けの岡山県公報で公告された岡山県南広域都市計画区域

の区域区分の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたいの

で申し出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注）「意見の要旨及び理由」の記載要領

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りよう

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



〔
一
三
二
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日
午
後
二
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
場
所

総
社
市
中
央
一
丁
目
一
番
一
号

総
社
市
役
所
西
庁
舎
三
階
三
〇
一
会
議
室
（
西
）

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
二
十
九
年

五
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、
岡
山
県

土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
又
は
総
社
市
建
設
部
都
市
計
画
課
）
。

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
区
域
区
分
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
二
十
九
年
五
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二

日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
総
社
市
建
設
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六－

二
二
六－

七
四
九
二
）
又
は
総
社
市
建
設
部
都
市
計
画
課
（
総
社
市
中
央
一
丁
目
一
番
一
号

電
話
〇
八
六
六－

九
二－

八
三
〇
二
）

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



別紙様式

意見書

平成29年４月18日付けの岡山県公報で公告された岡山県南広域都市計画区域

の区域区分の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたいの

で申し出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注）「意見の要旨及び理由」の記載要領

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りよう

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
十
二
号

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
九
年
四
月
三
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
八
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

藤

原

健

補

表
老
人
ホ
ー
ム
の
項
中

「

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
十
字

真
庭
市
下
河
内
二
二
七
五

園

を

真
庭
市
養
護
老
人
ホ
ー
ム
さ

真
庭
市
目
木
一
七
一
〇

さ
ぶ
き
苑

」

「

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
十
字

真
庭
市
下
河
内
二
二
七
五

に
、

園

」

「

美
作
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

美
作
市
古
町
一
七
〇
七－

三

を

や
す
ら
ぎ
荘

」

「

養
護
老
人
ホ
ー
ム
百
楽
苑

真
庭
市
草
加
部
一
七
二
〇－

二

に
改
め
る
。

美
作
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

美
作
市
古
町
一
七
〇
七－

三

や
す
ら
ぎ
荘

」

平成２９年４月１８日　岡山県公報　第１１８８１号




